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平 成 ３ ０ 年 ４ 月 定 例 会 会 議 録 
 

 

１ 日  時  平成30年4月25日（水) 午後1時30分～午後2時51分 

 

２ 場  所  市役所３階 第２委員会室 

 

３ 出 席 者  教育委員 坂 本 泰 蔵 

        教育委員 林 田 登志子 

教育委員 佐 藤 清 美 

        教育委員 杣 川 好 隆 

        教育長  藤 田 清 人 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 会議に出席した者の氏名 

総 務 課 長 蓮 本 光 之 学 校 教 育 課 長 角 田 亮 明 

生 涯 学 習 課 長 大 窄 昭 三 学校教育課課長補佐 松 﨑 英 憲 

総 務 課 施 設 係 長 橋 口 権 一 学校教育班係長 山 下 敏 成 

学 務 係 長 江 頭 康 一 生涯学習推進班係長 尾 﨑 克 厚 

生涯学習推進班係長 大 賀 慎 吾 文化会館館長代理 熊埜御堂睦仁 

富 江 分 室 長 森 田 秀 勝 玉 之 浦 分 室 長 近 藤 健 二 

三 井 楽 分 室 長 立 本  清 岐 宿 分 室 長 松 下 繁 信 

奈 留 分 室 長 江 口 忠 俊   

    

                      （合計／書記含め12名） 

 

６ 欠 席 者     で消去 

 

７ 傍 聴 者  なし 

 

８ 書 記  総 務 係 長  谷 川 克 博  
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９ 議題及び議事の大要 

 

○ 教育長（藤田 清人）が開会を宣告（午後1時30分）する。 

 

教育長が前回会議録の承認について議題に供し、蓮本総務課長が第２回

臨時会の会議録を説明の後、教育長が各委員へ審議を諮ったが、質疑、意

見もなく承認された。 

 

○ 教育長報告 

 

教育長から以下のことについて報告がなされた。 

 

１．４月２日、３月議会で議員の皆様の同意を得まして、４月１日付け  

で改めて教育長の辞令をいただき教育長を拝命いたしました。 

２．４月２日午後から、総数１１４名の教職員の移動があり、その辞令交

付式を福江文化会館で挙行いたしました。 

３．４月６日、市内全ての小中学校において始業式が行われ、６日、９日、

１０日の３日間で入学式も行われております。児童生徒総数２，５２３

名で平成３０年度の第１学期がスタートしております。９日には、五島

高等学校の全日制と定時制の入学式にも出席させていただきました。 

４．４月１７日には、全国学力学習状況調査と長崎県学力調査が実施さ 

れました。全国学力は小学校６年と中学校３年を対象に国語、算数、数

学のA・B問題と理科、そして、県学力は小学校５年、中学校２年を対

象に国語、算数、数学を実施し、翌日の１８日には、県学力中学３年の

英語を実施しております。全国学力につきましては、児童生徒個々の回

答用紙を全てコピーし自己採点を行い国からの正式な結果が送付され

る前にそれぞれの学校において、児童生徒の実態を把握し課題を分析し

併せて自校の課題に則した学力向上プランを作成し、課題解決に向けた

実践につなげているところでございます。また、県学力についても、同

様の取組を行っております。昨日も市内全小中学校の研究主任、学力担

当者合同会議を開いて学力向上に向けた取組について研修をしたとこ

ろです。 

５．４月１９日は第１回長崎県都市教育長協議会に出席し、諸々の報告 

を受けるとともに、部活動指導員の任用あるいは義務教育学校の開設に

ついてをテーマとし、意見交換をしてまいりました。 

また、２０日は長崎県市町教委連合同理事会に坂本職務代理者と出席

し県教委各課の本年度施策の説明を受け、その後の意見交換では親力、

子どもを養い育てる力を高める家庭教育支援のあり方、社会総がかりで
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育むためにというテーマで協議がなされました。また、最後に行われま

したスクラムミーティングでは、ふるさと教育について、そして、教職

員の働き方改革についてを議題とし、協議がなされております。 

６．最後に４月２２日には三井楽中学校の運動会を参観させていただき 

ました。元気はつらつ、男女仲良く大変すばらしい雰囲気の中で運動会

が行われていたことを報告いたします。以上でございます。 

今の報告に何か聞きたいことがありましたら、どうぞお願いいたします。 

 

佐藤委員 

    全国と県学力の結果は、いつくらいに分かりますか。 

 

角田課長 

全国の結果については、８月の終わりか遅くても９月の初めくらいになる

と思います。県学力の全体的な概要については、もう少し早く１学期末、

早ければ６月中旬くらいではないかと考えております。 

 

教 育 長 

各学校で採点をしますので、学校だけの内容はすぐに分かります。先ほど

言ったように、各学校の結果をできるだけ早く把握し、分析をして学校の

課題を明確にして、それをどう補っていくかという学力向上プランを立て

て授業実践をしていくという動きを作っておりますので、できるだけ力を

いれて、子ども達にそういった補いをしてまいりたいと思います。 

 

他にないようでしたら、教育長報告を終了いたします。 

 

○ 教育長が、議案の審議に入る旨述べる。 

 

教 育 長 

今回の議案は議案第２４号から議案第２９号まで６つの議案と報告第 

１１号報告がなされておりますので、順番に審議をしてまいります。 

まず最初に、議案第２４号五島市奨学生審議委員の委嘱及び解嘱につい

てを議題としたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

蓮本課長 

奨学生審議委員会は、奨学資金に関する事務の適正かつ円滑な処理を図

るため組織されるもので五島市奨学生審議委員会条例第１条、第３条及

び第４条の定めにおいて１０人の委員で組織されております。２号委員

の任期は平成３１年３月３１日までとなっておりましたが、新たに名簿

のとおり委嘱及び解嘱したいので承認を求めるものでございます。 
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任期と定数は、１号委員が中学校及び高等学校のそれぞれの校長の代表

者でその職にある期間とし定員２名、２号委員については、学識経験者

として PTA役員及び社会福祉協議会の事務局長に就任いただいており、

定員６名、任期は２年となっております。３号委員については、市職員

で任期はその職にある期間とし定員２名となっております。また、名簿

中、右端の前任者の欄は前回までの委員の氏名となっております。氏名

の朗読については省略しますが、今回の変更は１号委員、２号委員にお

いて高等学校校長及び PTA会長につきまして、それぞれ役員の交代があ

っております。 

 

教 育 長 

ただ今の説明について、質疑はありませんか。 

全 委 員 

ありません。 

教 育 長 

特にないようですので、この件につきましては、承認することにいたし

ます。 

 

教 育 長 
次に、議案第２５号と議案第２６号は一括して審議をしたいと思います。 
それでは、議案第２５号から議案第２６号まで事務局より説明をお願い

いたします。 
 

蓮本課長 
議案第２５号、議案第２６号につきましては、一括してご説明いたしま

す。 
先ず、議案第２５号について、学校評議委員は五島市立学校管理規則第 
３０条の定めにより、当該学校の職員以外のもので、教育に関する理解及

び識見を有し社会的に責任ある判断に基づき意見を述べることができる

もののうちから校長の推薦により教育委員会が委嘱するもので福江小学

校、緑丘小学校及び福江中学校においては５人以内、他の学校については

３人以内となっており、今回名簿に掲載のとおり委嘱したいので承認を求

めるものでございます。任期につきましては、委嘱の日から当該年度の末

日までとなっております。 
次に、議案第２６号について、就学支援委員会委員は児童及び生徒のうち

教育上特別の配慮を要するもの、いわゆる配慮を要する児童生徒等に対し

それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう適正な就学支援を行うた

め置くものであります。今回その委員を名簿とおり委嘱したいので承認を
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求めるものであります。条例の定めにより委員１２名以内で組織し任期は

１年となっております。以上で説明を終わりますが、ご審議の程よろしく

お願いいたします。 
 

教 育 長 
ただいまの説明について、何か質疑等ありませんか。 

 
角田課長 

補足説明を係よりさせます。 
 

山下係長 
平成３０年度各学校から推進された、学校評議員は合計で５７名、そのう

ち昨年度からの継続が３６名、新規に推薦された方が２１名となっており

ます。推薦の理由としましては、学校経営に対する前向きな提言が期待で

きる、家庭の状況を踏まえながら広角的な提言ができる、地域の実情に詳

しく地域からの信頼も厚い、学校行事等へも快く参加するなど様々な情報

提供が期待できる。学校教育活動に対して協力的であいさつ運動や交通安

全指導等により子どもたちを温かく見守るなど交流も多いなどが挙げら

れております。職業等については、一覧のとおり様々ですが公民館関係や

民生員、PTA役員経験者など何らかの形で学校や児童生徒との接点の多い
方が推薦されています。以上でございます。 

 
角田課長 

併せてお願いします。就学支援委員について、補足説明をさせていただき

ます。１２名の委員のうち本年度新規に推薦された方が６名となっており

ます。これは、人事異動等に関係してのことですが、表内の２番、木戸六

雄富江小学校校長、それから４番林田登志子五島市保育会会長、５番丸内

一哉支援学校高等支部の主事、それから７番、川上教諭、８番森岡教諭、

１１番貞方恵子社会福祉課こども家庭未来班係長保健師、この６名になっ

ております。いずれも経験豊かな方々で、中には以前も別の役職で委員を

されていた方もおられます。しっかりとした子ども達の教育支援に対して

の審議助言をいただくものと確信しております。以上でございます。 
 

教 育 長 
何か質疑等ございませんか。 

 
全 委 員 

ありません。 
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教 育 長 
質問、意見ありませんので、承認されたものといたします。 

 

次に議案第２７号五島市少年センター少年補導員の委嘱について、事務

局より説明をお願いします。 

 

蓮本課長 

少年センターは、少年の非行を防止し、健全育成を図るため設置され、

センター内に補導業務遂行のため少年補導員を置くことになっておりま

す。補導員の任期は平成３０年３月３１日となっていたため、名簿に掲

げるとおり委嘱したいので承認を求めるものでございます。なお、規則

の定めでは少年補導員５０名以内とし、任期を１年としております。名

簿番号の２９、３０、３５及び３６の４人が新規で就任する方々でその

他の方々は再任となっております。以上で説明を終わりますが、ご審議

のも度をお願いいたします。 

 

大窄課長 

補足説明をいたします。 

名簿の右端の年数が、０年となっている方が、新しく今回就任をお願い

した方です。２９番の奈留に関しては新たにお願いをした方で、地域に

詳しいということでご就任をいただいております。それから学校の先生

方３名については、人事異動によって変わっておりますので学校からの

推薦で今回新たに３名お願いをしております。以上です。 

 

教 育 長 

今の説明について、質問、意見ございませんか。 

 

杣川委員 

夜間の巡回パトロールとかはされていますか。 

 

大窄課長 

基本的には、毎月１日と１５日に巡回をしていただいております。１日

はだいたい決まっておりますが、残りの１日は、不定期にもう一回回る

というような対応をしているところもあります。 

 

教 育 長 

他に意見、質問ございませんので、承認されたものといたします。 
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次に、議案第２８号の五島市公民館長の委嘱及び解嘱についてと議案第

２９号の五島市岐宿町公民館分館長及び五島市岐宿町公民館分館主事の

委嘱及び解嘱についてを一括して審議したいと思います。事務局から説

明をお願いします。 

 

蓮本課長 

議案第２８号及び議案第２９号については、一括してご説明いたします。 

まず、議案第２８号について、公民館長は五島市公民館長条例第４条第

１項の定めにより各地区公民館に置いていますが、名簿に記載のとおり

今回、本山公民館及び岐宿町公民館において館長の交代があったためそ

の館長の委嘱及び解嘱の承認を求めるものです。 

次に、議案第２９号については、本案も、岐宿町岐宿分館、同山内分館

及び同楠原分館において、分館長が、同川原分館、同山内分館及び同楠

原分館において、主事の交代があっておりますので、五島市公民館条例

第４条第１項及び同条第２項の定めにより、名簿のとおり委嘱及び解嘱

について、承認を求めるものであります。なお、館長及び主事の任期に

ついては、特段の規定はありません。以上で説明を終わりますが、ご審

議の程をお願いいたします。 

 

教 育 長 

補足はありませんか。 

 

大窄課長 

公民館長、公民館分館長及び分館主事については、それぞれ地域から推

薦をいただいて、今回提案をさせていただいておりますことを報告いた

します。 

 

教 育 長 

今の説明について、何か質問、意見はございませんか。 

 

坂本委員 

公民館長についてお尋ねですが、任期はないということでしたが、今こ

こに挙がっている館長さんが何年これまで持たれているのか、分かれば

参考までに教えていただければと思います。 

 

大窄課長 

ここには記載をしておりませんが、調査をしたものがありますので、次

回報告をいたします。 



８ 
 

 

坂本委員 

今、年数をお尋ねしたのは、私が３年、地元久賀島の館長をやっていて

若い世代に譲って育てたいなと思っている中で成り手がいなくてなって

いるような館長なので、公民館活動にちょっと停滞をきたしているいう

傾向があるものですから、公民館長の指導等については、主事等を含め

た研修会で研修をしていると思いますけども、もう少しリーダー性を発

揮してほしい、あまりにも人任せ、関心がない、そういう傾向がみられ

ますので、そこら辺りの指導を今後やっていただければなというふうに

思っております。以上です。 

 

大窄課長 

しっかり指導を頑張ってまいります。 

 

教 育 長 

他に質疑、意見等ないようですので、承認されたものといたします。 

 

以上で議案についての審議を終わります。 

 

次に、報告に移らせていただきます。 

報告第１１号学校医の委嘱及び解嘱について、事務局からお願いいたし

ます。 

 

蓮本課長 

学校医につきましては、学校保健安全法第２３条の規定に基づき各学校

に配置しております。表に記載のとおり奈留小中学校において、学校医

が交代したため承認を求めるものでございます。氏名については、朗読

を省略いたします。以上で説明を終わりますが、ご審議の程をよろしく

お願いいたします。 

 

教 委 長 

補足はありませんか。 

今の報告につきまして、質問等ございませんか。 

質問等ないようですので、承認されたものといたします。 

以上で、本日の議案全て終了いたしましたが、その他に移る前に、前回

臨時会で配付いたしておりました教育委員会各課具体的施策の進捗状況

と課題について、ご意見等を伺いたいと思います。 

事務局から何かありますか。 
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蓮本課長 

総務課の資料について説明。 

 

角田課長 

学校教育課の資料について説明 

 

大窄課長 

生涯学習課の資料について説明 

 

教 育 長 

今の説明について、質問、意見等ございませんか。 

 

佐藤委員 

２点ほどあります。部活のことですけど、各学校週一回のノー部活デー

の設定をして１００％実施であるとありますが、本当に１００％なのか

ということ。平成３２年には週２日となっていますので、生徒や先生の

ためを考えてこれを徹底するのであれば、定期的に学校の方に部活のあ

り方とか調査というか指導等をする必要があるのではないかと思います。 

あともう一点が、プロジェクト Gのことで、GTECについて、今まで英検

については、特に学校で指導したりすることなく、自分たちで参考書を

買って勉強するという感じだったのですけど、GTECのことはあまりみん

な知らないと思いますけど、本屋にいってもGTECの問題集は売っていま

せん。GTECの受験に関して学校の方で対策というか指導をしていただけ

るのかというお尋ねです。 

 

教 育 長 

関連で何かございませんか。 

 

角田課長 

一点目の運動部活動についてですが、これは国全体の流れで、スポーツ

庁からも運動部活動のあり方ということで総合的なガイドラインが出さ

れております。それを受けて、県の教育委員会も同じような方向で進ん

でおります。それを受けて五島市も３２年度に向けて週二回の休養、平

日と休日の２日間を休みにするということで段階的に取り組んで行く、

それを今やっているところですが、先ほどご指摘があったとおり、単発

的な調査だけではなくて、実際に状況を把握しながら、確実に守られて

いるかどうかの、指導とさらなる働きかけが当然必要かと思っておりま

すので、そのように計画をしていきたいと思います。 
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それから２点目の、英語検定GTECについては、市の予算を使って全員に

予算をつけようという方向で今準備をしているところです。業者等の打

ち合わせ等も今担当が始めたところであります。まずは我々自身が勉強

して、それで必要なことがあれば、それを学校に流して学校の方でも取

り組んでもらう。その上で児童生徒の英語力を高めていきたいとこのよ

うに計画をしております。以上でございます。 

 

部活動について付け加えます、週２日の休養日については、なかなか実

践するのは学校によっては難しいところもございます。たとえば、福江

中学校のように部活動がいっぱいあるところは、スライドさせて休みを

とったりしてもなかなかうまくいかないところがあります。それで、押

しなべてという考え方も並行して使おうと、というのは、例えばテスト

期間のところの休み、これは年間の中で何日間か休みがあります。ある

いは年末年始の休み、そういう休みも年間を通した中で、ここで集中し

て休みをとっているのですが、押しなべて平均すると週に２回というよ

うなカウントもできるのではないかという考え方も含めて今実践をして

いる所でございます。 

 

教 育 長 

部活動の休みについては、今後具体的な動きがでてきますので必要があ

れば、その都度説明をしてまいりたいと思います。 

 

坂本委員 

学校給食センターの老朽施設の廃止に向けた検討のところで久賀島につ

いては衛生面からもという説明があったと思いますが、衛生面からとい

うのであれば、今すぐにでもやらないといけないのではないかという気

がするのですが、ところが調理場のウェット方式とかありますよね。そ

のことを指して衛生面と言ったのかお尋ねしたいと思います。 

また、学校栄養教諭との影響ということで、栄養教諭は配置できないの

で、協議が必要であると今までの小規模校に椛島、黄島、栄養士を置か

なくても本土の栄養士の協力をもらってやっていたという時代もありま

すよね。そこらへんは問題ないのではなかと、ただ、久賀の場合は給食

センターの吉濱会長も来てパートを探しているけれどもなかなかいない

と言っていた。人的確保の困難からというのであれば、なるほどそうい

うこともやむを得ないのかと思うのですけれども、衛生面からというと

ころが気になったのでそこをお尋ねします。 
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蓮本課長 

施設が昭和の時代に造られた建物であって、今は何とか衛生基準をクリ

アしているのですが、これ以上老朽化するとクリアできなくなるのかな

という危惧をしております。 

すでに、衛生面でクリアできていないということではないのですが、今

後、クリアできなくなる可能性があるなということで理解していただき

たいと思います。 

 

坂本委員 

老朽化というのは耐用年数と関係があるのですか。 

昭和６２年に造ったと言われて、現在三十何年ですかね。普通建物を造

る時には、鉄筋の建物であれば最低５０年を視野において造るのではな

いかと思うのですが、久賀の場合は小規模であるがゆえにおいしい給食

を提供できると、これが久賀小中学校の売りでもあり、そしてまた、し

ま留学での募集をかけるときも給食まで食べていただいて納得をしてい

ただけるという、そういった面でもプラス効果がありますのでそこらへ

んをぜひ考えていただければと思います。 

 

蓮本課長 

建物自体の、コンクリート構造物の耐用年数としては、まだ大丈夫なの

ですが、それに付随した設備の方が非常に修理を重ねているけれども部

品もなくなって、それを根本的にやり替えると多額の費用がいるという

ことで、それを今何とか修繕でやっている状況です。 

 

坂本委員 

    分かりました。 

 

教 育 長 

    その他ございませんか。 

 

杣川委員 

山本二三美術館の駐車場確保の問題は何か進展があったのですか。 

 

大窄課長 

駐車場に関しては、民間の周辺の土地を４ヶ所ほど実際に見せていただ

いて、候補地として選定させていただいた中で、交渉をしました。その

内２ヶ所について、利用できると返事をいただきましたので、１ヶ所で

だいたい３台程度確保できると、もう１ヶ所で５台程度確保できるとい
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うことで、年間通じて８台の確保はできる状態になりました。併せて隣

のふるさと館の駐車場を活用させていただきながら進めていきたいと考

えております。 

 

教 育 長 

他にございませんでしょうか。 

 

坂本委員 

また、今後何かあれば、定例教育委員会の時間が空いた時に質問できま

すか。 

 

教 育 長 

それでは、説明は簡単ではありましたが、再度また、目を通していただ

いて、五島市の教育の全般に関わることですので何か問題点や疑義を感

じましたら今後行われる教育委員会の中で改めて質問していただければ

と思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

それでは、教育委員会各課の具体的施策の進捗状況と課題については、

以上で終了いたします。 

 

それでは、その他に移らせていただきます。 

各課から、報告をお願いします。 

 

○ 「その他」として次の報告がなされた。 

 

蓮本課長 

総務課からは、まず、次回の教育委員会の日程について、５月２１日の

午前中を考えております。終了後に県教委連の総会と研修会へ出発する

ことにしております。基本的には１泊２日の予定となっております。 

なお、日程等の詳細については、この委員会終了後に担当の方から説明

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

あと、最後に本日配付しております４月末現在の各課具体的施策の進捗

状況と課題については、５月の教育委員会で説明して質疑を受けたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。総務課からは以上です。 

 

大窄課長 

まず、市の少年補導員連絡協議会の総会を４月２６日に予定をしており

ます。それから、図書館ですけれども親子で楽しむ人形劇ということで
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２８日土曜日１０時３０分から１１時１５分で予定をしております。 

同じく図書館で５月の１２日に古本まつりを開催する予定となっており

ます。これは図書館友の会主催による事業となっております。それから、

５月２５日に青少年健全育成協議会の総会を開催いたします。それと、

大浜地区公民館運動会、これは大浜小との合同運動会で６月３日に開催

となっております。それと、五島観光歴史資料館の特別展示で現在、富

江写真パネル展、よかとこ再発見ということで特別展示を行っておりま

す。最後に、各地区公民館の運営審議会を５月１日から同月２６日にか

けて１３館全てで開催を予定しております。以上です。 

 

林田委員 

親子で楽しむ人形劇は、参加人数の制限はありますか。 

保育園の子ども達とか、学童の子ども達が行きたいと言っていますので。 

 

大窄課長 

   図書館３階で開催しますので、ご存じのとおりあまり広くない会場です 

ので、できれば事前に図書館の方に連絡をいただき、どの程度入れるの

か確認していただければありがたいと思います。 

    

林田委員 

分かりました。 

 

佐藤委員 

古本まつりというのは、どういうことをするのですか。 

 

大窄課長 

基本的には、例えば私が読んだ本を友の会さんへお渡しして、そうやっ

て集めた本を無料で配付する。一部販売もありますが１０円から１００

円の間での販売です。５月７日までに図書館等に自分が持っている古本

を持って来ていただければ、それを整理して１２日当日にみなさんに提

供するというのが基本的なスタイルです。 

昨年度は３０００冊くらい用意したようですが、２０００冊以上配付し

たということですので、スタートの段階ではかなり混雑すると思ってお

ります。以上です。 

 

佐藤委員 

分かりました。 
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角田課長 

平成３０年度の第１回目の教頭・主幹教諭研修会をゴールデンウィーク

明けの５月８日に開催する予定にしております。また教育委員様方には

ご出席を賜りたくご案内を差し上げているところかと思いますが、この

会の終了後、詳しく打ち合わせをさせていただきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

 

教 育 長 

それでは、分室の方からよろしいですか。 

 

森田分室長 

第２７回富江半島ブルーライン健康ウォーク大会が５月４日開催されま

す。雨天の場合は５月５日となりますが、海岸べたを歩くコース８キロ

コース、４キロコースの２種類ありますので参加していただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

江口分室長 

５月２０日に毎年行われています、綱引きの大会が奈留島の方で行われ

ますので詳しい内容は五島市のホームページ等に載せていますので、で

きればお声かけ等していただければと思います。ちなみに申込の期限が、

５月２日となっております。以上です。 

 

教 育 長 

分室からの報告について、何かありませんか。 

 

それでは、特に意見、質問等ないようですので以上で４月定例会を終了

いたします。 

（午後2時51分） 


